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障害福祉サービス事業所等における事故防止対策等の徹底について(通知) 

 

 

日頃は、県の障害福祉行政の推進に御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

各事業所におかれましては、従来から利用者の事故防止について対策を講じていただ

いているところですが、事故が後を絶たない状況にあります。 

特に今年度に入り、食べ物による窒息事故や転倒事故が増えており、死亡事案も発生

しています。 

利用者の安全と安心の確保は福祉サービスの基本であることから、利用者に対する直

接支援の方法はもちろんのこと、室内の環境や職員間の情報共有など、事故につながる

様々な状況を改めて検証し、リスク管理の徹底等事故防止に万全を期すよう通知しま

す。 

また、事故等が発生した場合には、速やかに必要な措置を講じるとともに職員間での

改善策の検討を十分に行い、ヒヤリハット事案と合わせて事故防止マニュアルの見直し

を行うなど再発防止に向けた取組みの徹底を図るようお願いいたします。 

なお、事故等が発生した場合は、下記により報告願います。 

 

記 

 

１ 障害福祉サービス事業所等が事故等の報告を行う範囲 

 障害福祉サービス事業所等は、次の事由に該当する場合に、県及び市町に対して速

やかに報告を行うこととする。 

（１）サービスの提供による利用者のけが又は死亡事故の発生 

（注１）「サービスの提供による」とは、送迎・通院等の間の事故も含む。 

（注２）けがの程度については、医療機関で受診を要したものを原則とする。 

（注３）障害福祉サービス事業所等側の過失の有無は問わない。 

（注４）利用者が事故・病気等により死亡した場合は報告すること。 

（２）職員（従業者）の法令違反・不祥事等の発生 

（注５）利用者の処遇に関連するものに限る。（例：利用者からの預り金の横領、

送迎時の交通事故など） 



（３）その他、報告が必要と認められる事故の発生 

      身体拘束や虐待が事故の原因と思われるもの 

設置運営基準違反の恐れがあると思われるもの など 

２ 報告先 

（１）香川県障害福祉課（指定権者） 

（２）事故対象利用者の支給決定を行う市町の担当課 

（３）事業所・施設が所在する市町の担当課 

 

３ 報告の方法について  

（１）事故が発生した場合には速やかに必要な措置を講じるとともに、県及び市町に

対し、直ちに口頭により報告すること。（第一報） 

※事故前後の状況及び、事故に際して採った処置については、管理者が職員へ

の聞き取り等に基づき詳細に記録しておく。 

※事故原因の解明、過去の事故やヒヤリハットの分析を行い、再発防止のため

改善策を検討・実践する。 

※重大な事故と判断した場合等、事業所への立入検査を実施することがある。 

（２）事故発生日から約１週間以内に、県及び市町に対し、事故報告書（４を参照）

を提出すること。事故報告書には、事故内容、事故現場での職員の対応、家族へ

の報告内容、家族の反応、改善策等について漏れなく記載すること。状況が確定

していない場合は、後日、経過報告として連絡すること。 

 

４ 事故報告書様式・提出について 

 （１）これまでの様式からの変更点 

①押印が不要となったことに伴い、押印欄を廃止 

②添付書類を「見取り図等」から「事故発生状況略図」に変更 

トイレや居室等の具体的な事故発生場所や、どのような状況で事故が発 

生したかを記載する。 

 （２）提出方法 

     押印欄の廃止に伴い、電子申請システムからの提出に変更します。 

 

【障害福祉サービス事業所等】事故報告書 

https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=4561 

 

 

 

 
【担当】 

香川県健康福祉部障害福祉課 
施設福祉・就労支援グループ  

 
〒760-8570 高松市番町四丁目 1 番 10 号 
TEL： （087）832-3293 


